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参加者の有無を確認する公募手続に係る参加意思確認書の 

提出を求める公示 

令和８年１月１４日 

 九州地方整備局長 

  垣下 禎裕 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請します。 

１．  当該招請の主旨 

本業務については、河川管理情報システム及び河川情報システム、九州三次元河川管内

図システムの保守点検、障害対応及び一部のシステム改良等を行う業務であり、業務の

実施にあたっては、既往システムの設計思想、技術的ノウハウの熟知が必要であること、

河川管理及び一般住民の避難行動に資する情報の提供を行うシステムであり、信頼性の

確保が必要であることから、４．の応募要件を満たし、本業務の実施を希望する者の有

無を確認する目的で、参加意志確認書の提出を招請する公募を実施するものである。 

公募の結果、４．の応募要件を満たすと認められる者がいない場合にあっては、本業務

に必要な要件を有している法人等（以下、「特定法人等」という。）との契約手続きに

移行する。 

なお、４．の応募要件を満たすと認められる者がいる場合にあっては、特定法人等と当

該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する予定である。 

２． 業務概要 

（１）業務名

令和８年度河川情報システム保守改良業務（電子契約対象案件）

（２）業務内容

主な業務内容は以下のとおりである。

（システム保守点検）

・計画準備 １式

・各種システム保守点検等 １式

保守点検 1 式

システム障害対応 １式

九州三次元河川管内図システムの運用保守 1 式

（システム改良等）

・計画準備 １式

・河川情報システム改良等 １式

システム改修 １式

河川情報アラームメールシステムの異常値棄却の検討 1 式

システムパスワードの設定変更 １式
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防災情報掲示板の改良 1 式 
・報告書作成 １式 

（３) 履行期間 

     令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

（４）本業務は、賃金等の変動に対処するための「建設コンサルタント業務等における賃

金等の変動に基づく業務委託料の変更の取扱いについて（試行）」（令和７年１２月３

日付国官技３０９号）の試行業務である。 
なお、詳細については、特記仕様書によるものとする。 

 

３．  業務目的 

本業務は、河川管理情報システム及び河川情報システム、九州三次元河川管内図システ

ムの保守点検、障害対応及び一部のシステム改良等を行うことを目的とする。 

 

４． 応募要件 

  （１）基本的要件 

     ①予算決算及び会計令（昭和 22 年勅令第 165 号）第 70 条及び第 71 条の規定に該

当しない者であること。 

  ②九州地方整備局（港湾空港関係を除く）における令和７・８年度土木関係建設

コンサルタント業務に係る一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けているこ

と。 

 ③参加意思確認書の提出期限の日から見積書開封の日までの期間に、九州地方整

備局長から建設コンサルタント業務等に関し指名停止を受けている期間中でない

こと。 

 ④警察当局から暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものと

して、国土交通省発注の建設コンサルタント業務等からの排除要請があり、当該状

態が継続している者でないこと。 

 ⑤参加意思確認書を提出しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する

関係がないこと。 

1．資本関係 

以下のいずれかに該当する二者の場合。 

a) 子会社等（会社法（平成 17 年法律第 86 号）第２条第３号の２に規定する

子会社等をいう。b）において同じ。）と親会社等（同条第４号の２に規定

する親会社等をいう。b）において同じ。）の関係にある場合 

b) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 

     2．人的関係 

    以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、a)については、会社等（会社

法施行規則（平成 18 年法務省令第 12 号）第２条第３項第２号に規定する会社等

をいう。以下同じ。）の一方が民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）第２条第

４号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社（会社更生法（平成 14

年法律第 154 号）第２条第７項に規定する更生会社をいう。）である場合を除く。 

a) 一方の会社等の役員（会社法施行規則第 2 条第 3 項第 3 号に規定する役員
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のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。）が、他方の会社等の役員を現

に兼ねている場合 

（ⅰ）株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。 
  イ）会社法第 2 条第 11 号の 2 に規定する監査等委員会設置会社における

監査等委員である取締役 
  ロ）会社法第 2 条 12 号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 
  ハ）会社法第 2 条 15 条に規定する社外取締役 
  ニ）会社法第 348 条第 1 項に規定する定款に別段の定めがある場合によ

り業務を執行しないこととされている取締役 
（ⅱ）会社法第 402 条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 
（ⅲ）会社法第 575 条第 1 項に規定する持分会社（合名会社、合資会社又は

合同会社をいう。）の社員（同法第 590 条第 1 項に規定する定款に

別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社

員を除く。） 
       （ⅳ）組合の理事 

（ⅴ）その他業務を執行する者であって､（ⅰ）から（ⅳ）までに掲げる者に準

ずる者 

b) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第 64 条第２項又は会

社更生法第 67 条第１項の規定により選任された管財人（以下単に「管財

人」という。）を現に兼ねている場合 

c) 一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 

３．その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 

       組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記１．又は２．と

同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 

 

（２）業務実績に関する要件 

１）参加意思確認書の提出者に対する要件 

  ① 同種又は類似業務の実績 

平成２７年度以降公示日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含まな

い）のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有さなければならない。 

・同種業務：河川情報の共有・提供システム開発業務 

・類似業務：行政情報の共有・提供システム開発業務 

なお、同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人

等（注１）、特別地方公共団体（注２）、地方公社等（注３）、公益法人（注４）が

発注した契約金額１００万円以上の業務を対象とする。また、海外インフラプロ

ジェクト技術者認定・表彰制度により認定された実績での評価を申請する場合は、

国内の業務の実績と同様に評価できることとする。 

（注１）「特殊法人等」とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する

法律施行令第１条に示すものに加え国土交通省所管のその他の独立行政

法人、地方共同法人日本下水道事業団をいう。 
（注２）「特別地方公共団体」とは、地方公共団体の組合、財産区、及び地方開

発事業団をいう。 
（注３）「地方公社等」とは、地方道路公社法に基づく道路公社、公有地の拡大

の推進に関する法律に基づき都道府県が設置した「土地開発公社」、地方

住宅供給公社法に基づき都道府県が設立した「住宅供給公社」とする。 
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（注４）「公益法人」とは、次のものをいう。 
一 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に基づき設立された一般社

団法人又は一般財団法人、並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等

に関する法律に基づき認定を受けた公益社団法人又は公益財団法人。 
二 旧民法第 34 条の規定により設立された社団法人又は財団法人であって、

平成 20 年 12 月１日現在、現に存する法人であって、新制度の移行の登記

をしていない法人（特例社団法人又は特例財団法人） 
     ② 実績として挙げた業務評定点が６０点以上であること。ただし、評定通知を受

けていないため業務成績を評価できない場合、又は「地方整備局委託業務等成績

評定要領」（以下「成績評定要領」という。）に基づく業務以外の場合は、この限

りではない。また、調査基準価格を下回った業務の実績において、成績評定点が

７０点未満の場合は、業務実績として認めない。 
     ③ 過去２年間（令和５年度～令和６年度）に完了した業務のうち、国土交通省及

び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務（港湾空港関係を除く）の平均業務

評定点が６０点以上であること。 
ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成 

績評定要領」に基づく１００万円以上の国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開

発建設部発注業務（港湾空港関係を除く）の実績がない場合は、この限りではな

い。 
２）配置予定技術者に対する要件 

    外国資格を有する技術者（わが国及びＷＴＯ政府調達協定締約国その他建設市

場が開放的であると認められる国等の業者に所属する技術者に限る。）について

は、あらかじめ技術士相当又はＲＣＣＭ相当との旧建設大臣認定（建設経済局建

設振興課）または国土交通大臣認定（総合政策局建設振興課又は不動産・建設経

済局建設市場整備課）を受けている必要がある。 

なお、参加意思確認書の提出期限までに当該認定を受けていない場合にも参加

意思確認書を提出することができるが、この場合、参加意思確認書提出時に当該

認定の申請書の写しを提出するものとし、当該業者が選定されるためには審査結

果通知の日までに大臣認定を受け、認定書の写しを提出しなければならない。 

        ① 配置予定管理技術者等 

  配置予定管理技術者等については下記の(1)、(3)及び(4)に示す条件を満たし、

(2)の実績を有する者とする。 

(1)下記のいずれかの資格を有する者 

[1]技術士（総合技術監理部門：建設部門関連科目）の資格を有し、技術士法

による登録を行っている者 
[2]技術士（建設部門）の資格を有し、技術士法による登録を行っている者 

[3]ＲＣＣＭの資格を有し、「登録証書」の交付を受けている者 

[4]土木学会認定技術者（特別上級、上級、１級） 

 (2)下記のいずれかの実績を有する者。 

平成２７年度以降公示日までに完了した業務（再委託による業務の実績は含ま

ない）のうち、以下に記載する「同種又は類似業務」の実績を有する者。 

・同種業務：河川情報の共有・提供システム開発業務 

・類似業務：行政情報の共有・提供システム開発業務 

同種又は類似業務の実績は、国、都道府県、政令市、市町村、特殊法人等（注
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１）、特別地方公共団体（注２）、地方公社等（注３）、公益法人（注４）が発注し

た契約金額１００万円以上の業務、海外インフラプロジェクト技術者認定・表彰

制度により認定された業務を対象とするが、照査技術者としての実績は対象外と

する。業務実績には、受発注者の立場で行った請負業務の他、出向又は派遣によ

り行った業務実績も同種又は類似業務として認める。（注１～４は、２．（２）１）

を参照） 
なお、上記の期間に、産前産後休業（労働基準法（昭和 22 年法律第 49 号）第

65 条第１項又は第２項の規定による休業）、育児休業（育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第 76 号）第２条

第１号に規定する休業）及び介護休業（同条第２号に規定する休業）（以下「休業」

という。）を取得した場合は、当該休業の期間に相当する期間に応じて実績として

求める期間（以下「評価対象期間」という。当該休業の期間が１年に満たない場

合は１年として切り上げて期間を延長するものとし、休業を複数回取得している

場合は休業の通算日数が１年を超える毎に評価対象期間を１年単位で延長するも

のとする。）を延長することができるものとし、この場合においては、休業を取得

したことを証明する書類を添付すること。 

また、実績として挙げた業務の業務評定点が６０点以上であること。ただし、

評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成績評定要領」

に基づく業務以外の場合は、この限りではない。ただし、調査基準価格を下回っ

た業務の実績において、成績評定点が７０点未満の場合は、業務実績として認め

ない。 

   (3)令和８年４月１日現在の手持ち業務量（本業務は含まない。契約済及び特定

後未契約のものを含む。また、複数年契約の業務の場合は、契約金額を履行期間

の総月数で除し、当該年度の履行月数を乗じた金額とする。尚、設計共同体とし

て受注した業務の契約金額は、総契約金額に出資比率を乗じた金額とする。）が５

億円未満かつ１０件未満である者。ただし、令和８年４月１日現在での手持ち業

務のうち、国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等において調査基準

価格を下回る金額で落札した業務（港湾空港関係を除く）がある場合には、手持

ち業務量の契約金額を５億円未満から２．５億円未満に、件数を１０件未満から

５件未満に読み替える。その上で、配置予定管理技術者等が手持ち業務量の制限

を満たすことが確認できない場合には、九州地方整備局競争契約入札心得（平成

24 年 3 月 30 日付け国九整達第 9 号）第 6 条第 11 号の規定により、入札に関す

る条件に違反した入札として、その入札を無効とするものとする。 
また、本業務の履行期間中は配置予定管理技術者等の手持ち業務量が、契約金

額で５億円、件数で１０件の業務量（令和８年４月１日現在での手持ち業務に、

国土交通省の所管に係る建設コンサルタント業務等で調査基準価格を下回る金額

で落札した業務（港湾空港関係を除く）がある場合には、契約金額で２．５億円、

件数で５件の業務量）未満とし、この業務量以上となった場合には、遅滞なくそ

の旨を報告しなければならない。その上で、業務の履行を継続することが著しく

不適当と認められる場合には、当該配置予定管理技術者等を、以下の[1]から[4]

までのすべての要件を満たす技術者に交代させる等の措置請求を行う場合がある

ほか、業務の履行を継続する場合であっても、本業務の業務成績評定に厳格に反

映させるものとする。 
なお、手持ち業務の基準日である令和８年４月１日現在は、令和８年度予算成立

が令和８年４月２日以降となった場合は、予算成立日とする。 
[1] 当該配置予定管理技術者等と同等の同種又は類似業務実績を有する者 
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[2] 当該配置予定管理技術者等と同等の技術者資格を有する者 

[3] 当該配置予定管理技術者等と同等以上の業務成績平均点を有する者 

[4] 手持ち業務量が当該業務の入札説明書又は特記仕様書において設定して

いる配置予定管理技術者等の手持ち業務量の制限を超えない者 
手持ち業務とは、管理技術者、又は主任技術者、又は担当技術者となっている

契約金額５００万円以上の国土交通省以外の発注者（国内外を問わず）のものを

含んだ全ての業務。 
  (4) 過去４年間（令和３年度～令和６年度）に完了した業務について、担当した

国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局開発建設部発注業務（港湾空港関係を除

く）のテクリス平均業務評定点が６０点以上であること。また、照査技術者と

しての実績は対象外とする。 
   なお、４．（２）２）①（２）において、評価対象期間の延長資料が提出され

た場合は、同様に提出資料に基づいた評価対象期間の延長を行うものとする。 

ただし、評定通知を受けていないため業務成績を評価できない場合、又は「成

績評定要領」に基づく１００万円以上の国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局

開発建設部発注業務（港湾空港関係を除く）の実績がない場合は、この限りで

はない。 

②配置予定技術者 

配置予定技術者は、参加意思確認書の提出者以外の企業に所属する者を配置予定

技術者（配置予定管理技術者等、配置予定担当技術者）とすることを認めない。 

  （３）業務実施体制の妥当性に関する要件 

下記項目に該当する場合には選定しない。 

１）再委託の内容が、主たる部分の場合。 

２）業務の分担構成が、不明確又は不自然な場合。 

 

５．手続き等 

  （１）担当部局 

     〒８１２－００１３ 福岡県福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

      九州地方整備局 総務部 契約課 契約第二係（内線２５３３） 

      電話０９２－４７６－３５０９ ＦＡＸ０９２－４７６－３４５９ 

  （２）説明書の交付期間、場所及び方法 

公示日から令和８年２月２日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日９時１５

分から１７時００分まで。交付場所は（１）に同じ。 

     交付方法については、（１）において直接交付又は郵送にて行う（郵送の際は郵 

    送料を別に必要とする）。電送（ファクシミリ）等による交付は行わない。 

  （３）参加意思確認書の提出期限、提出場所及び方法 

１） 提出期間：令和８年２月３日１７時００分まで 

２） 提出場所：（１）に同じ 

３） 提出方法：持参又は郵送（書留郵便に限る。提出期限までに必着。）する

         こと。 

６．その他 

  （１）手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。 

  （２）関連情報を入手するための照会窓口 ５．（１）に同じ。 
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  （３）当該応募者に対してプロポーザル方式による技術提案書の提出を要請する際の提

出期限は、令和８年３月２日１７時００分までを予定している。 

   （４）契約日は令和８年度予算が令和８年４月１日までに成立した場合は、４月１日と

し、４月２日以降に成立した場合はその成立日とする。 

なお、契約日にかかわらず、契約期間（工期）の始期は令和８年４月１日とする。 

また、暫定予算となった場合、本業務に係わる予算が全額計上されているとき 

は、全体の契約期間の契約とするが、当該予算が全額計上されていないときは、 

全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。 

なお、本予算成立後は令和９年３月３１日までとする。 

  （５）詳細は説明書による。 

 


